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はじめに

本報告では、レイプ
被害者の語りから、レイプにより妊娠・中絶をおこなった被害者女性をめぐってどのような政治がつくり出されてきたのか明らかにしていく。

今回は2名のレイプ被害者女性にインタビュー調査を行った。被害者のAは一連のレイプ被害について未だに「苦痛である」と言語化し、一方Bは「血の繋がりのない加害者からのレイプなどたいしたことがない」と表面上は語る、といったものであった。
表面的にはこの２人の被害者女性にかなりの温度差が感じられるかもしれないが、報告者は、(1)レイプ被害とその結果の妊娠(2)他者による「介入」(3)中絶経験、これらの出来事により現在も苦しめられ続けている、という共通点を見出した。
今までに実施した調査研究からは次のことが明らかとなっている。

①日本においてはレイプによる妊娠の場合、被害者女性への「支援」は中絶に関するものが中心である。
１．母体保護法により中絶が認められている
。
２．2006年4月以降各都道府県が条例により性犯罪による妊娠での中絶費用補償が定められた
。
３．法律学／心理学／倫理学／社会学／被害者学などの領域においては、レイプでの中絶費が被害者の自己負担となっていること、中絶後の「心理的ケア」に関する問題、中絶の是非や善悪についての問題、これら中絶をめぐる問題に関する議論が中心である。

②日本でもレイプによる妊娠の場合の、産むケースへの支援があった。（養子縁組斡旋支援の枠内での支援）そして、この団体の支援者へのインタビュー調査
からは

1． 中絶が必ずしもレイプによる妊娠の問題解決ではないこと

2． 被害者女性の妊娠継続期間や出産後、これら身体における変化の過程での胎児や子どもへの心変わり、などの実態がうかがえた。
③アメリカに関する調査からは、プロ・ライフの思想を持つ団体が中心に、レイプによる妊娠での出産に関する支援を（望まない妊娠全般における支援の枠組において）、プロ・チョイスの思想を持つ団体や犯罪被害者支援団体において中絶に関する支援をおこなっており、被害者女性は中絶することも産むこともこのどちらかを選択できる環境に一応はある
。

1． レイプでの妊娠における出産費用や中絶費用への支援、妊娠継続のための入所施設等の社会資源が存在し、この部分が日本と異にする。
2． 「社会的」には表面的に産むことが許されていても、身内や親しい友人から被害者が中絶の「プレッシャー」を感じる様子がうかがえた。
　以上のことから判断すると、レイプによる妊娠であっても中絶ではなく産むことが被害者女性にとってまだましな選択となることがあるのではと考えた。そこで今回はレイプで妊娠し、中絶を経験した被害者女性AとB２名へのインタビュー調査から、当時の中絶経験がどのように語られるのか、そしてこのことからレイプでの妊娠において産むということがどのような意味を持つのか検討したい。
Ⅰ．インタビュー調査の概要

インタビュー対象者
（1）Aさん…Aは中学時代に複数の加害者からレイプされ、被害直後、両親に連れられ病院や警察にかけつけたものの、その後妊娠が発覚し中絶を経験している。
被害当時の家族構成はAとその両親、そして祖母の5人家族であった。大学時代Aは地元を離れ一人暮らしを経験するが、2005年4月に再び家族と同居を始めた。つまりこのインタビューは再び家族との同居を開始した約2ヶ月後、および、レイプ被害や妊娠そして中絶から何十年経った後におこなったものである。

（2）Bさん…Bは大学時代に海外でレイプ被害に遭い妊娠し、中絶を経験している。またBは幼少期に何年間もの間祖父から度重なる性的虐待を受けており、その後も「親族」以外の第三者からレイプ被害を何度も受けている。レイプにより妊娠したケースはこの海外での被害のみである。Bにとっては祖父からの性的虐待が最も傷ついた経験であるため、妊娠したケースのレイプ被害のことを「たいしたことない」と語る
。

　被害当時Bは実家を離れ一人暮らしをしていた。インタビューは妊娠にいたったレイプ被害の8年ほど後に実施した。

インタビュー時期と実施場所
　Aは2005年に1度、Bは2006年に2度、それぞれ報告者の事務所にて実施した。

Ⅱ．インタビュー調査結果と分析

（1）Aのケース　[他者による「介入」―両親への語りにおける中絶経験の位置づけ]
Aは、未成年であったためにレイプ被害→妊娠→中絶の一連の事実が、彼女の意志とは無関係に親や医療関係者に知られ、それがきっかけでその後起こる様々な出来事により現在でもなお精神的な苦痛を感じていることが確認できる。
もちろん、これは言うまでもなく、現在でもなお両親が当時のレイプ被害のことを意識的に故意に話題に出す、あるいはAに対し「嫌味」を言っている、などが事実であるかはわからず、あくまでもAのフィルターによる認識にすぎない。
しかし、このようにすぐに当時のレイプ被害→妊娠→中絶の一連の事実と両親の発言を直結させてしまうことがAにとっては多大な苦痛を感じ続けているとはいえ、それだけレイプ被害一連の事件がAの生活を「支配」し続けているといえる。その一つの原因として、Aにとって他者からの「適切な介入」が過去にも現在でもなされていなかっといえるのではないか。たとえば、性被害女性への「家族」による「二次被害」の実態がアメリカなどでは明らかになっており、支援団体が「介入」する場合、被害者女性と家族とがある程度距離を置き、家族からの「二次被害」を回避するようしたりする（新　2000）。
　具体的には、Aは「普通（レイプではない妊娠）」に中絶した場合と、レイプ被害で中絶した場合とでは親は「違うふうに思っている」「偏見をもっている」と感じ、「知られずにすんだら一番」と語る(A190・A202)。

またAはレイプでの妊娠による過去の中絶経験があったことによって現在でもまだなお、両親から「性のことに関して注意」される（A194）、あるいは両親から「嫌味」を言われる（A198）、と感受している。こうした両親を「この歳になってまで、気持ち悪い」（A198）と言及し、また「手遅れで産んでいたらおわっていた」(A200～K201)とも表現した。このようにAは「もし産んでいたら」という仮想現実を想定したが、これには二種類の再解釈がなされているのではないか。

一つ目はレイプでの中絶経験への罪悪感を中和し位置づけ直そうとすることである。なぜならAはこれら以外の場面で、レイプでの中絶について「申し訳ない」「かわいそうなことをした」と何度も何度も繰り返しており
、しかしこの場面では「おろせて、間に合ってまだよかったって感じ。」(A202)と語っているからである。ではどのような理由でレイプによる中絶への罪悪感を位置づけなおそうとしているのかについては以下である。

中絶経験について、産んでいたら両親からの「偏見」が中絶した時よりもより「きついはず」(A202)とAはここで言う。ちなみに、また別の場面では「産むなんて言い出したら、もう家にはおられへんかった」「ただでさえ、（両親に）すごい迷惑かけてたから」と少し笑いながら語る場面もあった（A134）。つまり「産んでいたら」という仮想現実に対する二つ目の再解釈とは、実際現在においてAは両親からの「偏見」があると確信しておりそのことで苦しんでいるものの、その「偏見」は中絶のおかげでまだ「きつくなかった」「まだよかった」と思い直そうとすることではないか。

以上のように、Aは親にレイプ被害一連の事実を知られたことで、親という他者から彼女の意志とは無関係に「介入」されたことにより、現在でもなお精神的に苦しめ続けられていることが確認できた。
　親という他者による「介入」についてここでは中絶経験ともからめAは方っているが、中絶経験に関しては後にまた詳しく検討する。
（２）Bのケース[他者による「介入」―友人や医療機関、弁護士への語りにおける中絶経験の位置づけ]
Bの場合、レイプ被害にあったのが成人してかということもあってか、親には一連の事実を知らせず友人や医療関係者、弁護士らには事実を知らせる、というように被害を告知する相手を自らの判断で選択できていた。しかし、告知相手の範囲は限定されていたにもかかわらず、Bは親しかった友人あるいは医師や弁護士により二次被害／三次被害を受けてしまった。
以前Bは友人の中絶の際、友人に対し中絶費を貸したりその間友人に寄り添ったりなど色々手助けしたにもかかわらず、Bがレイプで妊娠した際、Bは中絶費をその友人から貸してもらえず、またBが望むような助けもなく、これらのことが大変遺憾で、インタビューの中ではこの友人への不満が大半にわたりまた感情的に語られた（B77～B99）。
最近では、各都道府県の犯罪被害者支援センターが病院、警察署、検察庁、裁判所への付き添いや犯罪被害給付金申請補助等行っており、性犯罪被害者に対しても産婦人科診察への付き添い等行っている。レイプ被害者女性への付き添い等自体はたいていの支援機関において無料で行われる。しかし、中絶費用や出産費用は被害者女性自身が払わなくてはならず、これを問題だとし、中絶費用を犯罪被害給付金で賄うよう主張する者や団体もいた
。

　これらの流れを受けてか、先にも述べたが2005年に警察庁は「性犯罪被害」の治療費支援の方針を発表し、レイプによる妊娠を回避するために避妊代、レイプによる妊娠の結果の中絶代、性病検査代を全額負担することとなった（読売新聞　2005/9/1）。このような支援が8年ほど前にもなされていれば、中絶費をめぐる様々な問題は少し解消されたかもしれない。しかし、そうであればこの友人への不満を全く抱かなかったかといえば、そうとは言い切れないかもしれない。ちなみに、Bはレイプ被害にあった場所が海外であったため、日本の警察による「支援対象」にはなれない。したがって、このケースはどちらにしても、Bが中絶費を自己負担せざるを得ない可能性が高かった。
また、医療関係者から中絶手術するにはまだ早いと告げられる際、「もう少し（胎児を）育てて下さい」（B105）と言われた。これに関しBは、「気落ちする」っていうかさ。」「たいがいショックでかい」（B107）「きついな。はっきり言って。忘れられへんで。」（B121）「（初期中絶方法以外の）別に方法ないかって色々さがしてんけどな。」（B109）と語る。ここから、被害者女性への医療関係者による配慮のない不適切な言葉かけが確認できる。医者の「育ててから中絶をする」と言った表現は、自分の胎児を「殺害」するという感情を芽生えさせそれを強化するおそれがある。後半の中絶経験に関する語りで詳しくみていくが、Bはこの時の中絶経験により、今後いかなる理由があってももう中絶は絶対にしないと決心したと語る。
そして、弁護士からも「なぜ射精させたのか」（B355）「外で出すのがエチケットだ」（B361）「想像妊娠なのではないか。射精していないなら妊娠はしないと聖書にも書いてある。」（B359・B367）「新婚夫婦の妻が黒人にレイプされ出産したところレイプ加害者の子どもであったことが判明し、自殺をした知り合いがいる。あなたは生きているのだからそれよりはマシ。」（B383～B391）といった様々な「暴力的」発言を受け、結局Bは裁判も海外への被害届もあきらめたということだ。
以上のことから、友人、医療関係者、弁護士、これたの他者から「適切な介入」がなされなかった様子がうかがえた。

中絶に関する語りについてはまた後半で詳しく検討するが、ここでも「子どもは痛くないんかなと思ってな。」（B101）「頭割られるんやで。」（B103）「麻酔、（母体には）全身（麻酔）やん。だから（胎児も）痛くないんかって。」（B105）と語り、中絶の際胎児に痛みがあるかないかが気がかりだった様子も確認できた。
（３）Aのケース　[中絶経験に関する語り]
　ここでAは中絶した胎児のことを「一つの命」（A108）と表現する。「申し訳ないことをした」「かわいそう」などの単語をAはインタビューにおいて11回使用するが、かといって「産むなんて言い出したら、もし言い出してたら、もう家にはおられへんかったやろうな（笑）ただでさえ、すごい迷惑かけてたからさ。」（A134）、と産むことへは困難を感じていたと語ったり、これとは少し意味合いが異なると考えられるが「おろして当然だと思ってた」「おろすまでどうしてたんか記憶がない」（A136）とも語る。このことからAにはレイプによる中絶経験への統一した感情がないことが確認される。これは、なぜなら現在でもなお当時の中絶経験に対する意味付けや整理ができず、様々な複雑な感情がAをいまだに「支配」し続けていると解釈できるのではないか。
先でも述べたが、自分の中で当時の中絶経験を少しでも正当化するため、「両親による偏見が中絶により軽減した」「産むなんて言い出したら家にはいれなかった」と語る。しかし、このように思うこと、このように意味付けることで完全に当時の中絶経験を整理できるわけではなく、自分の子どもであったということも関係するのか「一つの命」を自らで絶ったことへの罪悪感はいまだ消せずにいることが確認できる。
　また、レイプ被害による中絶経験について、レイプ以外の「普通の中絶」より世間からは「汚点」だと思われていると語り（A178）、このことからもAがレイプ被害やその後の妊娠、中絶に苦しみ、その出来事が彼女の生活を「支配」し続けていることが確認できる。
（４）Bのケース[中絶経験に関する語り]
　Bはレイプでの中絶経験に関し、「それ（レイプによる妊娠や中絶）がなかったら、（彼氏の愛情や友達からの友情）気付けへんやろ？大きいでこれは。よかったと思う。気付けて。」（B223）と表面的には肯定的ともとれる表現をする。しかし、一方で「手術はもういいわ。」（B247）「レイプでも何でも、もうええわ。絶対せーへんで」（B249）「それ（親族によるレイプ）は例外やで。そんなんありえんから。ほんまないで。」（B251）と、親族によるレイプでの妊娠以外の妊娠であれば、いかなる理由でももう中絶はしないと言い切っている。この理由の一つとして、「（中絶の時胎児は）痛いねんて。だからさ。」（B249）と胎児が中絶時に痛みを感じることをあげる。

当時のレイプでの中絶の際、「かわいそうやろ。（胎児は）痛くないと思い込んでてんな。うちの母親がそう言っててんな、確か。屁の緒と赤ちゃんつながってるしそこで赤ちゃんにも麻酔がきくってな、確かな。」（B235）と、母親から中絶の際胎児は麻酔により痛みを感じないと以前聞いていたため、「ふと気になったな。手術の時も気にはなっとってんで。」「でも、多分、そこで（医者から胎児は中絶の時）痛いですって言われて、そしたら（中絶）できんくなるやろ、」（B239）と考え、あえて真実を医者には確かめなかったという。しかし実際、胎児が中絶の際痛みを感じるという事実を手術後に知り、最初に真実を確認しなかった自分のことを「ひきょい（卑怯）な。」（B241）と表現する。そして、このような中絶、胎児への罪悪感が「日に日の自分の中で大きくなる」（B241）とも語る。これらのことからBもまた、当時の中絶経験に関し複雑な感情を現在でもなお抱き続けているといえ、このレイプでの中絶経験が今後はどのような中絶もしたくないと決心させる出来事となってしまった。

中絶を今後は決してしないという気持ちにさせた要因は複数であろうが、ここでは胎児が痛みを感じること、そして先ほど検討したが医者からの「（胎児）を育ててから中絶する」といった不適切な言葉、これらが原因ではないかと考える。

Ⅲ．インタビュー調査結果の考察
以上の調査から、この両者は当時のレイプ被害やその結果の中絶経験により複雑で様々な感情に「支配」し続けられている点で共通していた。その意味において、レイプ被害で妊娠した場合の問題は、中絶さえすれば解決するわけではないといえる。ある側面では、この中絶経験が彼女たちにとってマイナスに作用することすら示唆された。

具体的には、Aはレイプ被害での中絶経験、特に胎児に関し「かわいそうなことをした」「申し訳ない」という感情を現在でもなお引きずり続けており、中絶経験によりレイプ被害の問題が解決したとはいえない。それでは産んでいれば問題が解決したかといえば、Aは「産んでいれば両親からの偏見がよりきつかった。おろせてよかった。」とある場面においては明確に言語化しており、産みさえすれば問題はなかったともいえない。つまりAは、中絶していようと出産していようと、どちらにしても精神的苦痛や問題が残っていた可能性がある。これは、Aが未成年であったため、被害の告知の相手を自らの意思により選択できなかったためなのか。
レイプ被害にあったのがすでに成人期（20歳以上）であったBは告知の相手を選択し、決定できていた。しかし、それにもかかわらずBは友人や医療関係者、弁護士により二次被害／三次被害を回避できすることもできず、Aと同様に中絶への罪悪感を現在でもなお引きずり続けており、その感情は「自分の中で日に日に大きくなる」とさえ語る。これは、当時の他者による「介入」があまりにもBにとって「暴力的」なものであったため、同じ時期に経験した中絶に負の感情が結合してしまったと解釈できるだろうか。もし、友人や医療関係者などから「適切な介入」があれば、このような中絶への罪悪感が軽減していただろうか。このように考えるのは、以前の調査で、レイプ被害者女性が支援を受けることにより、産むことを肯定的にとらえていく、といった様子がうかがえたことによる
。

しかしこれが中絶の場合にもそのままあてはまるとは限らず、「適切な介入」を受けそのうえで中絶を経験した被害者に話を聞くしか確かなことはいえないが、レイプ被害当時の他者による「介入」、他者との接触、以外の要因も被害者女性の中絶への罪悪感を芽生えさせるとはいえる。それでは、どのような要因が被害者女性へ罪悪感を引きずらせるのか。
Aにおいては胎児のことを「かわいそう」と感じ、Bにおいては胎児が「麻酔がきかず痛みを感じると知れば中絶できなくなる」と表現しているが、この両者がどちらも胎児に対し「同情」していることが確認できる。レイプ被害自体やレイプ加害者、その結果による妊娠に関しては被害者女性が望んだものとは決していえない。それにもかかわらず、胎児を完全に「憎み」きれずに「同情」する部分があるということは、レイプ被害とそれによる妊娠が必ずしも直結していないということではないか。結局は中絶をしてはいるが、「おろして当然だと思ってた」（A136）との語りもあり、あくまでも「当然」のことをしただけとも解釈できる。あるいは結局中絶をしたことから、やはりレイプ被害と妊娠が全く直結していないともいえない。
妊娠とは被害者女性の身体の中で起こり変化する出来事であり、だからこそ早期に中絶したいとなる場合もあれば、レイプ被害や加害者とはどこか断絶された部分への感情から中絶を積極的に希望できず、その後も中絶経験を肯定的に捉えることができない場合もあるのではないか。すると、現状況のようにレイプでの妊娠の解決方法が中絶だと直結させることが、被害者女性の性と生殖の自由を逆に「剥奪」する危険性がある。
レイプによる妊娠において、産む・産まないこの２つの選択肢や社会資源、それに関する情報提供があればこそ産む・産まないの自己決定、性と生殖の自由、といえるかもしれないが、これが存在しない状況で被害者が中絶を自己決定したといえるだろうか。被害者女性が産む・産まないこの２つの選択肢から自らが選んだという感覚があれば、中絶経験への捉え方や語りが変化していたかもしれないし、否定的な感情が軽減されるかもしれない。もちろん２つの選択肢からどちらかを自ら選択したとの感覚があったとしても、中絶や出産への罪悪感などが軽減されないかもしれない。しかし、最低限の条件として、レイプ被害者女性の性と生殖の自由という観点からは、中絶も出産もこのどちらも可能な社会資源の保障が必要であるとの考察ができた。
おわりに
本論でみてきたような、中絶への「罪悪感」を被害者である彼女たちが全て背おわなくてはならない実態は間違っている。中絶すれば「罪悪感」が残るため、それでは産めばよいかといえばそのような単純な問題でもなさそうである。しかし、妊娠とは被害者女性の身体の中で起こる変化であるため、レイプ被害とその妊娠が必ずしも直結しない、被害者女性であっても加害者とは「同一人物」ではない胎児への感情が芽生える、という点を考慮したうえで、支援のあり方や性と生殖の自由を議論していく必要がある。今後より具体的な被害者女性のニーズを把握していきたいが、その際忘れてはならないことが、出産がレイプ被害を肯定するわけではなく、他方、中絶がレイプ被害の事実をなかったことにできるはずもない、という認識である。
「註」



� 「rape」レイプを日本語に訳すと強かんである。レイプとは、望まない性行為すべてのことである。しかし、強かんはレイプと比較すると狭い概念となる。なぜなら強かん罪とは女性側の親告なしには成立せず、また女性が「姦淫」されたか否かが問題となる。そこで本文ではレイプと統一する。なお、法律の条文に強姦とある場合、あるいは、会話文で強かんという言葉が使用された場合には強姦と記す。


 ちなみに、刑法177条では強姦を次のように定義する。「第177条　暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」


� 母体保護違法第十四条では、「(1)都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師（以下「指定医師」という。）は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。


　一　妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの


　二　暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの


(2)前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。」となっている。


� 2005年に警察庁は「性犯罪被害」の治療費支援の方針を発表し、強かんによる妊娠を回避するために緊急避妊の費用、強かんによる妊娠の結果の中絶の費用、性病検査代を全額負担することとなった（読売新聞　2005/9/1）。しかし、これは都道府県により方針が異なり場所によっては中絶費を負担しない場合もある、あるいは警察が強かんだと認めた場合、つまり「暴行若しくは脅迫」がともなうとされたレイプでなければ補償の対象とはならない、出産費用は補償の対象ではない、などの問題がある。


� これは養子縁組の斡旋を行うXという団体へのインタビューであり、調査実施期間は2004年1月22日と2004年8月19日の２日、調査実施場所はX本部において実施したものである。これは2005年報告者の「中絶・出産の社会的決定要因―レイプ被害者サポーターへのインタビュー調査から」（立命館大学大学院応用人間科学研究科修士論文）、2005年の「レイプで妊娠した女性の産む・産まないの自己決定―産育切り離しからみえてくるもの―」第56回関西社会学会報告原稿で詳しく分析している。


� これは2005年報告者の「中絶・出産の社会的決定要因―レイプ被害者サポーターへのインタビュー調査から」（立命館大学大学院応用人間科学研究科修士論文）、2005年"The Choice of Abortion or Birth―Among Women Pregnant as a Result of Rape in Japan", 14th World Congress of Criminology 報告原稿、2005年「レイプで妊娠した女性の産む・産まないの決定～AMERICA'S PREGNANCY HELPLINEスタッフへのインタビュー調査から～」第78回日本社会学会報告原稿で詳しく分析している。


� [妊娠したレイプ被害についての語り―性的虐待経験との比較から]


B139:「うーん、どやろ、ちゃうかな。そうかもしれんけどな。（レイプ被害が）実は何っともないねん、うち（B）にとっては。」





B145:「ああ、そう。血つながってないやつ（相手）やし。楽勝やで。汚い感じせーへんた。きたよきたよーって感じ、またきよったでーみたいな。」





B163:「そうやん。それ。早く（レイプ加害行為が）終わってくれってそれだけやで。全然それ（レイプ）自体何とも思わへんねん。わかる？」


K164:「（加害者がBとは）血がつながってないからでしょ？」


B165:「それ。ビンゴ。ほんま、こんなん言うたらあれなんかもしれんけど、たかが一回きりレイプされた女とかが、それじゃない(血がつながってない)相手にな、ギャーギャー騒いどんの見たら、しばいたろかってイライラすんねん。」


K166:「（加害者と）血もつながってなくて、しかも一回だから？」


B167:「そや。ほんまの地獄も知らんと、さも私は悲劇のヒローインですって、そや、さっきのばか女いたやろ？」





B179:「そうそう。自分にとっては楽勝楽勝。っていうか、逆によかってん。あれは（レイプ被害により妊娠し中絶した経験）。」





K182:「ギャーギャー騒ぐなっていうのは、被害が一回、だからね、回数が一回なのに、たかが一回で、っていうのか、相手が」


B183:「ああ、一回ってのもあるし、だいたいそれ（親族）以外からの（レイプ）って何が嫌なんって思うねん。（親族以外なら）誰とでも（性行為）できるわ。平気。」





B193:「そうそう、どいつもこいつも（被害者は）ギャーギャー騒ぎすぎ。まずはそれ（親族）からやられてみろ（レイプ被害を受けてみろ）ってことや。大袈裟やねん。しかも、一回やん。たったのな。」


K194:「じゃあ、それ（親族）から一回だったらどう？」


B195:「ばりキモイやろな。」


K196:「じゃそれ（親族によるレイプ）で（被害女性が）ギャーギャー騒いでても、あの、うざくない？」


B197:「それはな、そうやで。（一回だとしても親族によるレイプは）キモイからな。」


K198:「なるほど。回数じゃないことが判明したよね。」


B199:「回数ちゃうな。それ（親族）から２、３回やとするやん。まあそんな回数で（レイプ加害行為が）終わりはせんけどな。でも仮にそれ（親族）と、それ（親族）以外から10回以上とかでもな、他人ってけっこう平気なもんやで。」


� インタビュー対象者一人目をA、二人目をBと記す。AとBにはこのインタビューを学会にて発表する了解を得ている。またAとBなど人物名もそうであるが、本文で使用する団体名も匿名である。


� インタビューにおいてBは「かわいそう」「もうしわけない」などの言葉を11回使用した。


�　犯罪被害者等基本計画検討会は平成17年4月の第一回以来、平成8月第七回まで合計7回開催されているが、議事次第・配布資料と議事要旨の合計14部中、レイプで妊娠した場合の中絶費用につい触れられているのは、平成17年5月の第二回検討会議事要旨においてのみである。中絶費用に関する第二回犯罪被害者等基本計画検討会議事要旨には、中絶費補償を「犯給法の世界でやるのか、それともまた各都道府県に補助金を出してそれで負担をしてもらうのか」「また、先ほど出てきた産婦人科に係る費用について、緊急避妊に人工妊娠中絶費用、検査費用、諸費用というのは被害者側の負担である。これを被害者が負担するというのも理不尽な話であると同時に、これが負担されることによって警察に通報しようという被害者も出てくる可能性があると思うので、逆にその医療保険の適用外のものについては積極的に給付金の枠の中で支給していただくように検討していただけたらと思う。」「あと、中絶とか検査、緊急避妊の費用、これも現在は支給金の範囲では出ていない。ただ、先ほど申し上げたように、都道府県が措置している県もある、ごくわずかなのだが。だからこれを犯給金でやるのか、都道府県の方でやるのか、まさにこれをやれば犯罪に協力していただける方が増えるのではないかという観点であるならば、これは都道府県の方の捜査に協力していただけるような形になるので、そういった形で出すということも考えられるから、それも含めて今検討しているところである。」とされ、また、（社）被害者支援都民センターは第2回犯罪被害者等基本計画検討会提出資料で「強姦被害の被害者が医療機関を受診する時の診察日費及び妊娠した時の中絶費用を給付金の対象とすべき。」と記されていた。


� これは2005年報告者の「中絶・出産の社会的決定要因―レイプ被害者サポーターへのインタビュー調査から」（立命館大学大学院応用人間科学研究科修士論文）、2005年の「レイプで妊娠した女性の産む・産まないの自己決定―産育切り離しからみえてくるもの―」第56回関西社会学会報告原稿で詳しく分析している。
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